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答   申  

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以

下「法」という。）２５条２項に基づく保護変更決定処分の取消しを

求める審査請求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり

答申する。  

 

第１  審査会の結論  

本件審査請求は、棄却すべきである。  

  

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、○○福祉事務所長（以下「処分庁」と

いう。）が請求人に対し平成２９年３月１７日付けで行った法に

基づく保護変更決定処分（以下「本件処分」という。）の取消し

を求めるものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請求人の主張は、おおむね以下のとおりであり、本件処分は取

り消されるべきと主張している。  

⑴  請求人は、家賃（共益費を含めて月６０，０００円）の支

払いがあり、保護費が本件処分により減額されると生活がな

りたたない。  

⑵  ７０歳になっても、生活は以前と変わっていないことから、

本件処分による保護費の減額には納得できない。  

 

第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項に



 

2  

より、棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

   審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

平成２９年１０月２０日  諮問  

平成２９年１１月２０日  審議（第１５回第４部会）  

平成２９年１２月１９日  審議（第１６回第４部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した

結果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め 
⑴  法４条１項は、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得

る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維

持のために活用することを要件として行われるとされ、法８条

１項は、「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した

要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で

満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとす

る」とされている。これを踏まえ、保護費は、保護基準に従っ

て、要保護者各々について具体的に決定される。  

⑵  法２５条２項によると、「保護の実施機関は、常に、被保護

者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるとき

は、速やかに、職権をもってその決定を行い、書面をもって、

これを被保護者に通知しなければならない」とされている。  

⑶  年齢改定について  

「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３８年

４月１日社発第２４６号厚生省社会局長通知。以下「局長通

知」という。）第１０・１によると、「保護を継続して受ける
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者について、基準生活費の算定に係る満年齢の切替えは、毎年

１回４月１日に行うことができる」とされ、「４月１日に行な

う切替えは、３月３１日までに基準生活費の変更を必要とする

満年齢に達した者について行なう」とされている。  

保護基準別表第９によると、東京都区部の級地区分は１級地

－１である。保護基準別表第１・第１章・１・⑴・ア・ (ｱ)・第

１類によると、平成２９年度の東京都区部（１級地－１）にお

ける基準生活費（居宅第１類②）の月額は、年齢区分６０歳～

６９歳で３８，９９０円、年齢区分７０歳以上で３３，８３０

円とされている。  

⑷  冬季加算について  

 保護基準別表第１・第１章・１・⑵・イによると、東京都の

冬季加算地区区分はⅥ区に当たる。  

そして、保護基準別表第１・第１章・１・⑴・ア・ (ｱ)・第２

類によると、東京都内（Ⅵ区）における冬季加算は、一人世帯

においては、１１月から翌年３月までに限り月額２，５８０円

を計上することとされている。  

  ⑸  住宅扶助について  

 ア  法１４条によれば、住宅扶助は、困窮のため最低限度の生

活を維持することのできない者に対して、住居又は補修その

他住宅の維持のために必要なものの範囲内において行われる

とされている。  

イ  保護基準別表第３・２によれば、家賃、間代、地代等に係

る住宅扶助の基準額は、１級地では月額１３，０００円以内

とされ（保護基準別表第３・１）、当該費用がこの基準額を

超えるときは、都道府県又は地方自治法２５２条の１９第１

項の指定都市若しくは同法２５２条の２２第１項の中核市ご

とに、厚生労働大臣が別に定める額（以下「限度額」とい

う。）の範囲内の額とするとされている。  
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ウ  また、局長通知第７・４・⑴・オによれば、限度額により

がたい家賃、間代等であって、世帯員数、世帯員の状況、当

該地域の住宅事情によりやむを得ないと認められるものにつ

いては、限度額に１．３を乗じて得た額の範囲内において、

特別基準の設定があったものとして、必要な額（以下「特別

基準限度額」という。）を認定して差しつかえないこととさ

れている。  

エ  そして、「生活保護法による保護の基準に基づき厚生労働

大臣が別に定める住宅扶助（家賃・間代等）の限度額の設定

について（通知）」（平成２７年４月１４日付社援発０４１

４第９号厚生労働省社会・援護局長通知、以下「本件局長通

知」という。）により、保護基準別表第３の２の規定に基づ

く、都内における住宅扶助の特別基準限度額が変更され（特

別区等の１級地における単身世帯の住宅扶助費の限度額につ

いては、従前の月額６９，８００円から５３，７００円に変

更となった。）、同年７月１日から適用されることとなった。  

２  本件処分について  

 ⑴  年齢改定について  

請求人については、平成２６年３月６日から生活保護が開始

されているところ、生年月日が昭和○○年○○月○○日である

から、平成２８年度中に満７０歳となったため、処分庁は、局

長通知第１０・１に基づき、平成２９年４月１日を変更日とし

て、請求人の年齢区分を「６０歳～６９歳」から「７０歳以

上」へ変更した。これに伴い、処分庁は、請求人の基準生活費

（居宅第１類②）の月額を３８，９９０円から３３，８３０円

に変更したことが認められる。  

したがって、年齢改定については、保護基準等に従い適正に

行われていると認められる。  

  ⑵  冬季加算について  
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請求人は、平成２８年１１月から平成２９年３月まで冬季加

算を受けていたが、○○区を含む特別区においては、平成２９

年４月から１０月までは冬季加算の対象外であることから、処

分庁は、平成２９年４月１日付けで請求人に対する冬季加算

（月額２，５８０円）を削除したものと認められる。  

したがって、冬季加算削除については、保護基準に従い適正

に行われていると認められる。  

⑶  よって、上記⑴及び⑵のとおり、本件処分は、保護基準等に

則って適正に行われたものであり、また保護費の算定において

違算等も認められないことから、違法又は不当な点があるとは

認められない。  

⑷  なお、請求人は、本件処分により減額された保護費では、家

賃等の支払いで生活が苦しくなるなどとして、本件処分を取消

すべきと主張することから（第３・⑴）、以下検討する。  

  請求人世帯は単身世帯であって、住宅扶助費は月額５３，７

００円であるところ、同額は本件局長通知による単身世帯の特

別基準限度額であることが認められる。  

  そうすると、請求人に係る住宅扶助費は、保護基準に基づき

適正に算出されたものであって、違算もないものと認めること

ができる。  

これに対し、請求人は当該金額では生活が苦しいと主張し、

増額を求めているものと解されるが、保護基準は、法規範とし

ての性格を有するものであり（原田尚彦著「行政法要論（全訂

第七版補訂二版）」１１３及び１１４頁参照）、保護基準自体

に不当又は不備な点があるとして、その是正を求める主張は、

立法論又は政策論であると解され、一般的にこのような主張は、

法令の規定に基づいてなされた本件処分の適否を左右するもの

ではない。  

そもそも、行政機関である処分庁は、現行の法令を所与のも
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のとした上で、これに則って処分を行い、また、同じく行政機

関である審査庁も、現行の法令を所与のものとした上で、審査

請求に対する判断を行うことをその職分とするものであるから、

法令の規定ないし法令に基づく制度そのものに対する不服につ

いて、本件処分を取り消す理由として認めることはできないも

のである。  

⑸  ところで、本件処分通知書の保護変更の「決定した理由」欄

には、「冬季加算認定削除」の外に「基準改定」との記載がな

されており、処分庁としては、基準生活費の変更について、年

齢改定（第６・１・⑶）によるものであると説明しているつも

りであろうが、この記載では、請求人において保護費が減額さ

れた理由を理解することは容易とは言い難い。そのため、本件

処分については、理由の提示の面で不備があることは否定でき

ない。もっとも、年齢改定は、請求人個人の事情とは関係なく、

一律かつ機械的に適用されるものであり、年齢改定の内容は、

保護基準において明示されていることを考慮すると、本件処分

における理由の提示に関する上記不備は、本件処分の取消しを

免れないほどの瑕疵であるとまで認めることはできない。  

  なお、処分庁においては、理由の提示に関して早急に改善す

べきであることを審査会として付言する。  

３  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や

法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適

正に行われているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  



 

7  

松井多美雄、宗宮英俊、大橋真由美  

 


